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第２次日光市総合計画 基本構想
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feel so good !!
暮らして満足　訪ねて納得　自然と笑顔になれるまち



　日光市は、２市２町１村の合併による市制施行から１０年となる
節目の年を迎えました。この１０年間は、新市のマスタープランで
ある「新市建設計画」を包含した、まちづくりの基本的指針である
「日光市総合計画」と共に歩んでまいりました。
　日光市総合計画前期基本計画においては、「早期の一体感の醸成」
と「各地域の均衡ある振興・発展」の２つの命題を掲げ、この実現
に向け各種の施策を展開してまいりました。また、後期基本計画に
おいては、新しいものを創り出し、新しい日光を創造する「日光創
新」を基本戦略に位置付け、教育や保健福祉の充実、産業の振興、

日光市長　斎　藤　文　夫

生活環境の整備、環境行政の推進などに努めてまいりました。さらには、東日本大震災や関
東・東北豪雨などの自然災害やそれらに起因する風評被害などへの対策に取り組み、成果を
上げてまいりました。
　日光市は、豊かな自然、世界に誇る文化遺産・産業遺産、個性ある地域資源を有し、多彩
な魅力と国内外における高い知名度に支えられ、年間１，０００万人を越える方々が訪れて
います。一方で、全国的に見られる、地域経済の低迷や人口減少・少子高齢社会の進行など
は、日光市において喫緊の課題として捉えています。このため、日光市の地域資源を磨き上
げ、発信していくとともに、これらの課題に多角的に取り組み、着実に解決していくことが
できるよう、まちづくりを計画的に進める必要があります。
　このようなことから、日光市総合計画の検証や市民の思いを踏まえ、平成２８年度から平
成３７年度までの１０年間を計画期間とした「第２次日光市総合計画」を策定しました。
　第２次日光市総合計画においては、１０年後の日光市の都市像として「ｆｅｅｌ　ｓｏ　
ｇｏｏｄ!!　暮らして満足　訪ねて納得　自然と笑顔になれるまち」を掲げ、「日光市まちづ
くり基本条例」で定めた「共有・参画・協働」を基本理念とし、日光市の将来像の実現に向
け各種施策に取り組んでまいります。また、日光市における人口は、平成７年以降減少が続
いていることから、人口減少対策を重要な課題として捉え、重点的に取り組むこととして位
置付けています。
　第２次日光市総合計画の期間においては、これまでの成果を礎に、計画に掲げた各種施策
を着実に実施することにより、日光市の目指す新たな都市像を実現し、オンリーワンの価値
や魅力に満ちあふれ、５０年、１００年後も光り輝き続ける日光市であることを目指します。
　このため、これまでの総合計画に基本戦略として位置付けた「日光創新」をさらに進化さ
せ、日光市ならではの個性を創り出す「日光創生」に向け、市民の皆さまと一丸となって、
取り組んでまいります。
　結びに、本計画の策定にあたり、熱心にご審議いただきました日光市議会総合計画検討調
査特別委員会や日光市総合計画策定審議会の委員の皆様をはじめ、貴重なご意見をお寄せい
ただきました市民の皆様に心から感謝申し上げます。

　　平成２８年（2016 年）３月

市民の皆さまへ



　日光市は、四季折々の豊かな自然や歴史を語る文化や産業の遺産など、世界に誇る多くの財
産を有し、先人たちが守り育んできたまちです。
　私たちは、この貴重な資源と先人に感謝し、心が通いあい、愛し続けることができる、世界
に開かれた、あたたかい市民自治のまちをつくります。※１

私たちは
１　まちづくりに参画し、市民が主役のまちをつくります。※２
１　スポーツに親しみ、心身ともに健康で元気なまちをつくります。※３
１　郷土を愛し、自然を守り、安全で住みよいまちをつくります。※４
１　国際観光文化都市としての教養と品格を高め、文化を創造するまちをつくります。※５
１　心を大切にし、夢と希望と活力にあふれるまちをつくります。※６

※１　日光市は、先人たちが大切に育んできた四季折々の豊かな自然や世界遺産などの貴重な財
　　　産を有しています。私たちは、これを守り繋いでいかなければなりません。市民一人ひと
　　　りが積極的にまちづくりに参画し、日光市をさらに発展させるために、日光市の最高規範
　　　である「まちづくり基本条例」の主旨に基づき市民憲章を定め、人と人との絆を大切にす
　　　る「心が通うあたたかい市民自治のまち」、そして、みんなが未来にわたって愛し続けて
　　　いける、世界に開かれた国際的なまちを目指すものです。
※２　まちづくり基本条例の基本理念は、共有、参画及び協働のもとに、市民自治の振興を図る
　　　としています。共有、参画及び協働を総じて「参画」とまとめ、市民自治を「市民が主役」
　　　と位置付け、まちづくり基本条例の主旨を示しています。
※３　優れた人格を形成するためには、スポーツに親しみ、心身を鍛えることが大きな要素とな
　　　ります。心身の健康は、人と人との絆を育み、思いやりのある健全なまちづくりの活力と
　　　なります。ひいては、一人ひとりの元気の源となるものです。
※４　自然の恵みに感謝し共生することで、郷土への愛着を持つ豊かな心を育みます。また、お
　　　互いの立場や考えを尊重し認め合うことで、地域社会の形成や地域福祉である高齢化対策
　　　や防災・防犯など、自助と互助の精神が養われ、真に暮らしやすい地域を築けるよう、生
　　　活の質の向上を目指すものです。
※５　生涯をとおして平等に学習の機会を持ち、世界に通じる教養と品格を身に着けることによ
　　　り、一人ひとりの個性や能力が発揮できる社会とさらなる文化を創造する国際観光文化都
　　　市のまちづくりを目指すものです。
※６　相手を思いやり、人を尊重することで豊かな心が育まれます。日光市を訪れる多くの人々
　　　におもてなしの心で接することで、心が通う温かいまちが生れます。次世代の子どもたち
　　　にその心を継承し、活力ある産業と、夢をもち希望にあふれるまちづくりを目指すもので
　　　す。

市の歌
作詞：松島賢一、補作詞：喜多條忠、作曲：船村徹

男体山は陽に映えて 

若い生命が息吹いてる 

風が導く行く手には 

明日への道が続いてる 

豊かな実り夢抱いて 

未来へ翔び立つ日光市

世界の遺産受け継いで

深いみどりの杉並木 

ちから合わせて伸びてゆく 

こころを合わせ伸びてゆく 

希望が光る空目指し 

未来を育む日光市

紅葉燃える山や川 

笑顔こぼれる湯のけむり 

愛がふれ合う人の輪に 

大地の恵み湧き出てる 

やさしい人が創る町 

未来があふれる日光市 

－１番－ －２番－ －３番－

日光市民憲章
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市の花・木・鳥・魚
　日光市は、豊かな自然を持ち、世界に誇る多くの財産を有しています。特に日光杉並木は特
別史跡、特別天然記念物に指定されており、市や市民の皆さんにとっては、特別な存在です。
　そのため、今回の選定にあたっては「スギ」を除くこととし、自然に囲まれた広大な日光市
に数多く生息する生物、植物たちに目を向け、当市の四季を表現し自然の豊かさをアピールす
ること、そして市民の皆さんにとって身近で、親しみ深いことを考慮した上で、それぞれ 2種
ずつ選定しました。

モミジ
　日光市に多く自生し、秋の
紅葉の美しさは、全国的に有
名です。また広葉樹であり、
その葉の形から旧市町村の 5
つの成長をイメージできます。

ヤシオツツジ
　日光の山地を中心に広く分
布しています。鮮やかなピン
ク色で春一番に咲き競い、弥
生祭などの祭りと共に、日光
に春の訪れを告げる花です。

シラカンバ (シラカバ )
　外側の樹皮が白色の美しい
木です。小田代原には「貴婦
人」と呼ばれるシラカンバも
あり、その清楚な雰囲気から、
青い空ときれいな空気の日光
をイメージできます。

ニッコウキスゲ
　朝方に開花し、夕方にはし
ぼむ一日花です。霧降高原に
群落し、花期には、山吹色の
絨毯のように美しく咲きます。
日光の地名を付けたニッコウ
キスゲ（日光黄菅）という名
で呼ばれ、全国に広まってい
ます。

市の花
－ S y m b o l  F l o w e r －

ウグイス
　背中がオリーブ色の鳥で、
市内全域で見られます。鳴き
声が特に美しく、日本三鳴鳥
の一つで、四季の鳥として春
を象徴し、日光に春を告げま
す。

カワセミ
　色鮮やかな美しい外見から、
渓流の宝石と呼ばれ、漢字で
は「翡翠」と表記されます。
自然環境の良い清流の川辺に
住むため、清流の多い日光市
に多く生息しています。

市の鳥
－ S y m b o l  B i r d －

市の魚
－ S y m b o l  F i s h －

市の木
－ S y m b o l  T r e e －

ヒメマス
　中禅寺湖や川俣湖で放流が行われている魚で、鮮やかな
銀白色をしています。きれいで高貴なイメージが日光によ
く合います。

イワナ
　清流にしか住まない魚であり、水が清く、自然豊かな日
光を代表する魚です。日光の地名が付いた「ニッコウイワ
ナ」と呼ばれる種もいます。






























































































